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○おいらせ町国民健康保険条例施行規則 

平成18年３月１日 

規則第79号 

改正 平成18年９月11日規則第151号 

平成19年４月１日規則第29号 

平成20年３月18日規則第９号 

平成20年12月12日規則第31号 

平成21年７月30日規則第12号 

平成26年３月31日規則第13号 

平成26年12月16日規則第30号 

平成27年12月28日規則第25号 

平成28年３月31日規則第17号 

平成29年12月13日規則第31号 

平成30年９月14日規則第27号 

平成31年２月５日規則第１号 

令和２年５月15日規則第20号 

令和２年９月30日規則第34号 

令和２年12月28日規則第37号 

令和３年３月31日規則第11号 

令和３年６月22日規則第17号 

令和３年９月17日規則第21号 

令和３年12月10日規則第24号 

令和３年12月20日規則第25号 

令和４年３月15日規則第６号 

令和４年６月14日規則第13号 

令和４年７月５日規則第16号 

令和４年９月26日規則第17号 

令和４年12月22日規則第23号 

（趣旨） 

第１条 おいらせ町国民健康保険の施行については、法令及びおいらせ町国民健康保険条

例（平成18年おいらせ町条例第113号。以下「条例」という。）の規定によるもののほ
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か、この規則の定めるところによる。 

（療養費の支給申請） 

第２条 被保険者の属する世帯の世帯主（以下「世帯主」という。）が、国民健康保険法

施行規則（昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。）第27条第１項の規定によ

る療養費の支給申請をするときは、国民健康保険療養費支給申請書（様式第１号）によ

り行うものとし、国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書及び領収書を証拠

書類として添付しなければならない。ただし、国民健康保険診療報酬明細書を用いた診

療の明細書によることができないものについては、これに準ずる診療の明細書をもって

これに代えることができる。 

（特定疾病に係る認定申請） 

第３条 世帯主が規則第27条の13第１項の規定による特定疾病の認定申請をするときは、

国民健康保険特定疾病認定申請書（様式第２号）により行うものとする。 

（移送費の支給申請） 

第４条 世帯主が、規則第27条の11の規定による移送費の支給申請をするときは、国民健

康保険移送費支給申請書（様式第３号）により行うものとする。 

（出産育児一時金の支給申請） 

第５条 世帯主が、条例第６条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするとき

は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書（様式第４号）を提出しなければならな

い。 

２ 前項の申請書を提出するときは、医師又は助産師による妊娠12週以上の出産（死産又

は流産等を含む）の事実を証する書類を添えなければならない。ただし、出生の届出が

あったと認められるときは、医師又は助産師による出産の事実を証する書類を添えるこ

とを要しない。 

３ 条例第６条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令（大正15年勅令第243

号）第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、１万２千円を加算す

る。 

（葬祭費の支給申請） 

第６条 葬祭を行う者が、条例第７条の規定による葬祭費の支給を受けようとするとき

は、国民健康保険葬祭費支給申請書（様式第５号）を提出しなければならない。 

（高額療養費の支給申請） 

第７条 世帯主が、規則第27条の16の規定による高額療養費の支給申請をするときは、国
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民健康保険高額療養費支給申請書（様式第６号）により行うものとする。 

２ 世帯主が、規則第27条の17の２及び規則第27条の17の３高額療養費（外来年間合算）

の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費（外来年間合算）支給申請書

兼自己負担額証明書交付申請書（様式第６号の２）により行うものとする。 

（高額介護合算療養費の支給申請） 

第７条の２ 世帯主が、規則第27条の26に規定する高額介護合算療養費の支給を受けよう

とするときは、高額介護合算療養費等支給申請書（様式第６号の３）により行うものと

する。 

（標準負担額の減額に関する認定申請） 

第８条 世帯主が、規則第26条の３第１項に規定する食事療養費に係る標準負担額減額の

認定を受けようとするときは、国民健康保険標準負担額減額認定申請書（様式第７号）

を提出しなければならない。 

（標準負担額の減額に関する認定証の交付等） 

第９条 町長が、前条による認定の適否を決定したときは、速やかに当該世帯主に対し規

則で定める国民健康保険標準負担額減額認定証を交付し、又は国民健康保険食事療養標

準負担額減額認定申請却下通知書（様式第８号）をもって通知しなければならない。 

（標準負担額の減額に関する差額支給申請等） 

第10条 世帯主が、規則第26条の５第２項に規定する食事療養費に係る減額の特例の適用

を受けようとするときは、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書（様式

第９号）を提出しなければならない。 

（標準負担額の減額に関する差額不支給通知） 

第11条 町長が、前条による標準負担額減額の特例に該当しないと認めたときは、当該世

帯主に対し、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額不支給通知書（様式第８号）を

もって通知しなければならない。 

（妊産婦に係る認定の申請） 

第12条 条例第５条第２項に規定する妊婦及び産婦（以下「妊産婦」という。）に対する

保険給付を受けようとする者は、妊産婦医療費受給資格認定申請書（様式第10号）に被

保険者証及び母子手帳を添えて町長に提出しなければならない。 

（妊産婦資格証の交付等） 

第13条 条例第５条第２項の規定により保険給付を受ける妊産婦の属する世帯の世帯主に

対し、妊産婦十割給付資格証（様式第11号。以下「妊産婦資格証」という。）を交付す
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るものとする。 

２ 妊産婦が保険医療機関又は保険薬局において入院以外に係る療養の給付を受けようと

するときは、当該保険医療機関又は保険薬局に妊産婦資格証を提示しなければならな

い。 

（妊産婦資格証の返還） 

第14条 妊産婦が、町が行う国民健康保険の被保険者でなくなったときは、妊産婦資格証

を速やかに町長に返還しなければならない。 

（妊産婦資格証の再交付） 

第15条 妊産婦資格証を損傷し、又は紛失したときは、妊産婦十割給付資格証再交付申請

書（様式第12号）を速やかに町長に提出してその再交付を受けなければならない。 

２ 妊産婦資格証を損傷したことにより再交付を受けようとするときは、前項の申請書に

当該妊産婦資格証を添えなければならない。 

（第三者の行為による被害の届出） 

第16条 世帯主が、規則第32条の６の規定による第三者の行為による被害の届出をすると

きは、第三者行為による被害届（様式第13号）によらなければならない。 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給） 

第17条 条例附則第５項の規定による傷病手当金の支給を受けようとする世帯主は、国民

健康保険傷病手当金支給申請書（様式第14号）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、傷病手当金（支給・不

支給）決定通知書（様式第15号）により申請者に通知するものとする。 

（傷病手当金の支給を始める日） 

第18条 おいらせ町国民健康保険条例の一部を改正する条例（令和２年おいらせ町条例第

16号）附則の規則で定める日は、令和５年３月31日とする。 

附 則 

この規則は、平成18年３月１日から施行する。 

附 則（平成18年９月11日規則第151号） 

この規則は、平成18年10月１日から施行する。 

附 則（平成19年４月１日規則第29号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年３月18日規則第９号） 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 
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附 則（平成20年12月12日規則第31号） 

この規則は、平成21年１月１日から施行する。 

附 則（平成21年７月30日規則第12号） 

この規則は、平成21年８月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月31日規則第13号） 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年12月16日規則第30号） 

（施行期日） 

第１条 この規則は、平成27年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 施行日前に出産した被保険者に係る加算額については、なお従前の例による。 

附 則（平成27年12月28日規則第25号）抄 

（施行期日） 

第１条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成25年法律第27号。以下「番号法」という。）附則第１条第４号に掲げる規

定の施行の日（平成28年１月１日）から施行する。 

（おいらせ町国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

第８条 この規則の施行の際、第７条の規定による改正前のおいらせ町国民健康保険条例

施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、な

お使用することができる。 

附 則（平成28年３月31日規則第17号） 

（施行期日） 

１ この規則は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の施行の日（平成28年４月１

日）から施行する。 

（経過措置） 

２ 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこ

の規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請

に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際、第５条の規定による改正前のおいらせ町子ども・子育て支援法

施行細則、第６条の規定による改正前のおいらせ町保育所における保育の利用に関する

規則、第７条の規定による改正前のおいらせ町児童手当事務処理規則、第８条の規定に
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よる改正前のおいらせ町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第９条の規定による

改正前のおいらせ町乳幼児医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前のおい

らせ町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前のおいらせ町多子出産祝金

支給条例施行規則、第12条の規定による改正前のおいらせ町老人福祉法施行細則、第13

条の規定による改正前のおいらせ町老人医療事務取扱規則、第14条の規定による改正前

のおいらせ町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第15条の規定による改正前のお

いらせ町国民健康保険条例施行規則、第16条の規定による改正前のおいらせ町介護保険

条例施行規則、第17条の規定による改正前のおいらせ町母子保健法施行細則、第19条の

規定による改正前のおいらせ町下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則、第20条

の規定による改正前のおいらせ町都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規

則、第21条の規定による改正前のおいらせ町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則

及び第22条の規定による改正前のおいらせ町地域の元気再生定住促進条例施行規則に規

定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使

用することができる。 

附 則（平成29年12月13日規則第31号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成30年９月14日規則第27号） 

この規則は、平成30年10月１日から施行する。 

附 則（平成31年２月５日規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成30年８月１日から適用する。 

附 則（令和２年５月15日規則第20号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年９月30日規則第34号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年12月28日規則第37号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年３月31日規則第11号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年６月22日規則第17号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年９月17日規則第21号） 
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この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年12月10日規則第24号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る改正前のおいらせ町国民健康保険条

例施行規則の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。 

附 則（令和３年12月20日規則第25号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年３月15日規則第６号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年６月14日規則第13号） 

この規則は、令和４年６月20日から施行する。 

附 則（令和４年７月５日規則第16号） 

この規則は、令和４年８月１日から施行する。 

附 則（令和４年９月26日規則第17号） 

この規則は、令和４年９月26日から施行する。 

附 則（令和４年12月22日規則第23号） 

この規則は、令和４年12月26日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第５条関係） 

様式第５号（第６条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

様式第６号の２（第７条第２項関係） 

様式第６号の３（第７条の２関係） 

様式第７号（第８条関係） 

様式第８号（第９条、第11条関係） 

様式第９号（第10条関係） 

様式第10号（第12条関係） 

様式第11号（第13条関係） 

様式第12号（第15条関係） 

様式第13号（第16条関係） 

様式第14号（第17条関係） 

様式第15号（第17条関係） 

 


